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高速道路の管理に関しましては、お客さまに最高の安全と安心を提供するため、構造物

の長寿命化に向けた大規模更新・修繕事業を進めてまいりました。 

また、大阪・関西万博の成功と関西経済のさらなる発展に貢献するため、万博開催時の

交通円滑化、インバウンドを含むお客さまの多様なご期待・ご要望に応えるサービス、景

観照明による地域のにぎわいの創出などの万博関連プロジェクトに取り組んでまいりまし

た。2025 年４月に発信した「お客さま満足アッププラン 2025」では、情報提供の充実を

図り、阪神高速ＬＩＮＥ公式アカウントに阪神高速ＥＴＣ利用履歴提供サービスとの連携

機能やカテゴリ別配信機能を追加するなど、お客さまのニーズに対応してまいりました。 

高速道路通行台数は、14号松原線（喜連瓜破～三宅間）の通行再開や大阪・関西万博の

開催が一因となり増加し、一日当たり約 75.3 万台（前年同期比 3.7％増）となり、料金収

入は 192,354 百万円（同 3.8％増）となりました。 

この結果、高速道路事業の営業収益は 246,737 百万円（前年同期比 2.0％増）となりまし

た。また、当連結会計年度における大阪湾岸道路西伸部等の建設投資は 14,389 百万円、大

阪府道高速大阪池田線等の改築等投資は 48,607 百万円となりました。 

 

＜受託事業＞ 

    受託事業につきましては、大阪市道高速道路淀川左岸線の工事受託等により、営業収益

は4,535百万円（前年同期比62.8％減）となりました。 

 

＜その他（関連）事業＞ 

その他（関連）事業につきましては、休憩所事業、駐車場事業、道路マネジメント事業、

事業者支援コンサルティング事業等を展開しました。 

この結果、その他（関連）事業の営業収益は 6,123 百万円（前年同期比 10.3％減）と

なりました。 

 

(2) 設備投資等の状況 

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は8,540百

万円で、その主な内容は次のとおりであります。 

① 当連結会計年度中に完成した主要設備 

・ 高速道路事業  料金収受機械及びＥＴＣ設備等の増設 

② 当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充 

・ 高速道路事業  料金収受機械及びＥＴＣ設備等の拡充等 

③ 当連結会計年度に実施した重要な固定資産の売却、撤去・滅失 

・ 高速道路事業  料金収受機械及びＥＴＣ設備等の撤去 

 

(3) 資金調達の状況 

① 2025年10月21日に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」といい

ます。）から独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成16年法律第100号。以

下「機構法」といいます。）第12条第１項第４号に基づき、0.42億円の無利子資金の借入れ

を実施いたしました。 

② 2025年10月17日、第33回社債（一般担保付、機構併存的債務引受条項付）150億円を発行

いたしました。 

③ 2026年２月13日、第34回社債（一般担保付、機構併存的債務引受条項付）100億円を発行

いたしました。 

④ 2025年７月14日、株式会社三井住友銀行外２金融機関から総額75億円の借入れを実施い

たしました。 
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⑤ 2025年９月12日、株式会社三井住友銀行外９金融機関から総額50億円の借入れを実施い

たしました。 

 

(4) 対処すべき課題 

当社グループは、サステナビリティ経営を推進するとともに、グループ理念「先進の道路

サービスへ」の具現化を通じて、サステナビリティの実現に貢献していきたいと考えていま

す。 

このような考え方のもと、2026年４月には、当社グループを取り巻く最近の社会情勢・社

会課題や当社が直面する課題を踏まえ、「阪神高速グループビジョン205X」及びそのアクショ

ンプランである「中期経営計画（2026～2028）」を策定しました。中期経営計画期間の３年間

においては、後述する各種取組みを重点的に取り組みます。 

また、本計画の推進を通じて、４つのマテリアリティ（サステナビリティ重要課題）の課

題解決に向けて積極的かつ能動的に取り組み、その状況などについて情報開示を進めます。 

 

＜関西の持続的な発展への貢献＞ 

ミッシングリンクの解消に向けたネットワーク整備を推進し、お客さまの利便性向上や関

西経済の活性化に貢献します。また、道路機能の長期かつ安定的な維持に向け、大規模更新

等事業を着実に推進して安全性と耐久性を確保するとともに、効率的で持続的な料金収受の

実現による安定した高速道路サービスの提供に向け、料金所のＥＴＣ専用化・無人化を一層

推進します。さらに、保有施設を活用したイベントや地域間をつなぐ企画を通じて地域との

連携を強化し、持続可能な地域づくりに寄与します。 

 

＜先端・革新的技術の実装＞ 

関係者と協働しながら自動運転走行に関する段階的な技術検証を行うなど、自動運転技術

の社会実装に向けた取り組みを推進します。また、交通デジタルツインに基づくプロアクテ

ィブな交通マネジメントの実装に向け、課題の整理と検討を進めます。さらに、交通課題・

社会課題の解決に資するため、モビリティ認証技術を多目的に利用できるシステムやノウハ

ウなどの一連の仕組みを様々な企業・事業者に提供します。さらに、2050年カーボンニュー

トラルの実現を最終目標に、2030年度までに2013年度比でCO₂排出量を50％削減することを目

指し、地球環境保全に資する新技術の開発を推進します。 

 

＜担い手不足への対応＞ 

ＢＩＭ／ＣＩＭや点群データの活用と維持修繕・点検・交通データの統合・連携を進め、

データ利活用の推進により、維持管理における業務プロセスの効率化・高度化を図ります。

また、道路等のインフラの維持管理や用地取得支援などの技術・ノウハウを活用し、道路の

包括管理や自治体等の業務などを支援するとともに、工事等の調達・契約手続きのオンライ

ン化や建設現場における生産性向上に資する工法・資材等の活用を通じて、受発注者双方の

業務効率化・省力化に向けた取り組みを進めます。 
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(5) 財産及び損益の状況の推移 

① 企業集団 

区 分 
第18期 

(2022年度) 

第19期 

（2023年度） 

第20期 

（2024年度） 

第21期 

（当連結会計年度） 

営業収益（百万円） 250,190 252,812 260,586 257,031 

親会社株主に帰属する 

当期純利益（百万円） 
1,772 2,541 2,454 1,405 

１株当たり当期純利益（円） 88.64 127.06 122.73 70.26 

総資産（百万円） 252,306 250,167 298,315 266,956 

純資産（百万円） 59,075 62,584 67,391 68,986 

１株当たり純資産額（円） 2,953.77 3,129.24 3,369.56 3,449.32 

 

② 当社 

区 分 
第18期 

（2022年度） 

第19期 

（2023年度） 

第20期 

（2024年度） 

第21期 

（当事業年度） 

営業収益（百万円） 245,006 247,076 254,610 251,721 

当期純利益（百万円） 757 1,195 1,055 4,284 

１株当たり当期純利益（円） 37.86 59.79 52.78 214.23 

総資産（百万円） 233,243 230,110 279,186 249,356 

純資産（百万円） 41,654 42,850 43,906 48,190 

１株当たり純資産額（円） 2,082.72 2,142.52 2,195.30 2,409.53 
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(6) 重要な親会社及び子会社の状況 

① 親会社との関係 

該当事項はありません。 

② 重要な子会社の状況 

会 社 名 資本金 議決権比率 主要な事業内容 

阪神高速サービス株式会社 40百万円 100％ 
駐車場事業・休憩所管理事

業 

阪神高速技術株式会社 80百万円 100％ 保全点検・維持修繕業務 

阪神高速パトロール株式会社 10百万円 100％ 交通管理業務 

阪神高速トール大阪株式会社 50百万円 100％ 料金収受業務 

阪神高速トール神戸株式会社 50百万円 100％ 料金収受業務 

阪神高速技研株式会社  30百万円 100％ 調査・設計・積算業務 

内外構造株式会社 21百万円 
100％ 

(100％) 

構造物に係る保全点検業

務 

阪高プロジェクトサポート株式

会社 
20百万円 

100% 

（100%） 

事業者支援コンサルティ

ング事業 

株式会社阪神ｅテック 10百万円 
100％ 

（100％） 

電気通信設備に係る設計

業務 

株式会社情報技術 20百万円 
100％ 

（100％） 

システムに係る運用管理

等業務 

株式会社テクノ阪神 20百万円 
100％ 

（100％） 

機械設備に係る保全点検・

維持修繕業務 

株式会社ハイウエイ管制 40百万円 
100％ 

（100％） 

電気通信設備に係る保全

点検・維持修繕業務 

阪神施設調査株式会社 20百万円 
100％ 

（100％） 

建物に係る保全点検・維持

修繕業務 

（注）議決権比率の（ ）内は、間接所有割合で、内数であります。 

 

(7) 主要な事業内容（2026年３月31日現在） 

当社グループは、高速道路事業、受託事業及びその他（関連）事業を行っており、各事業の

内容は以下のとおりであります。 

① 高速道路事業 

ア．高速道路の新設及び改築 

イ．機構から借り受けた高速道路の維持・修繕・その他の管理 

② 受託事業 

国、地方公共団体等からの委託による道路の建設・管理・調査等 

③ その他（関連）事業 

休憩所事業、駐車場事業、道路マネジメント事業等 

 

(8) 主要な事業所（2026年３月31日現在） 

① 当社 

本社         大阪市北区中之島三丁目２番４号 

東京事務所      東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 

建設事業本部   

建設企画部     大阪市北区中之島三丁目２番４号 
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用地センター    大阪市北区中之島三丁目２番４号 

大阪建設部     大阪市福島区福島七丁目15番26号 

神戸建設部     神戸市中央区栄町通一丁目２番10号 

管理本部        

管理企画部     大阪市港区石田三丁目１番25号 

大阪管理部     大阪市港区石田三丁目１番25号 

大阪保全部     大阪市港区石田三丁目１番25号 

神戸管理・保全部  神戸市中央区新港町16番１号 

② 子会社 

阪神高速サービス株式会社     大阪市西区靭本町一丁目11番７号 

阪神高速技術株式会社       大阪市西区西本町一丁目４番１号 

阪神高速パトロール株式会社    大阪市北区堂島浜一丁目４番16号 

阪神高速トール大阪株式会社    大阪市西区土佐堀一丁目３番７号 

阪神高速トール神戸株式会社    神戸市中央区雲井通四丁目２番２号 

阪神高速技研株式会社       大阪市北区中之島三丁目３番23号 

内外構造株式会社         大阪市中央区本町二丁目５番７号 

阪高プロジェクトサポート株式会社 大阪市北区梅田一丁目11番4-1800 

株式会社阪神ｅテック       大阪市西区江戸堀一丁目26番20号 

株式会社情報技術         大阪市中央区博労町四丁目２番15号 

株式会社テクノ阪神        大阪市西区靱本町一丁目12番４号 

株式会社ハイウエイ管制      大阪市西区西本町一丁目３番10号 

阪神施設調査株式会社       大阪市西区阿波座一丁目６番13号 

 

 (9) 従業員の状況（2026年３月31日現在） 

① 企業集団  

区 分 従業員数 前事業年度末比増減 

高速道路事業 2,333 名    

  ［1,386 名］    

20 名減    

［44 名増］   受託事業 

その他（関連）事業 
88 名    

［202 名］   

３名増    

［８名増］   

全社（共通） 
226 名    

［59 名］   

13 名増    

［５名減］   

合計 
2,647 名    

［1,647 名］   

４名減    

［47 名増］   

      （注）従業員数は就業人員（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、 

当社グループ外から当社グループへの出向者を含みます。）であり、臨時従業員数

は［    ］内に年間平均人員を外数で記載しております。 

 

② 当社 

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

746名 ４名増 42.5歳 15.3年 

（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出

向者を含みます。）です。 

２．平均勤続年数は、阪神高速道路公団における勤続年数を含めております。 
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(10) 主要な借入先（2026年３月31日現在） 

借 入 先 借入残高 

株式会社三井住友銀行  10,563百万円 

株式会社みずほ銀行 10,554百万円 

株式会社りそな銀行 8,763百万円 

株式会社秋田銀行 3,600百万円 

中國銀行股份有限公司 3,500百万円 

（注）機構法第15条第１項に基づき引き受けられた債務を除いております。 

 

２．会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在） 

(1) 発行可能株式総数 

80,000,000株 

 

(2) 発行済株式の総数 

20,000,000株 

 

(3) 株主数 

７名 

 

(4) 大株主 

株 主 名 持 株 数 持株比率 

財務大臣    9,999,996株  50.0% 

 大阪府    2,876,722株  14.4% 

 大阪市    2,876,722株  14.4% 

 兵庫県    1,827,287株  9.1% 

 神戸市 1,827,287株  9.1% 

 京都府     295,993株  1.5% 

 京都市 295,993株  1.5% 

 

(5) その他株式に関する重要な事項 

該当事項はありません。 

 

３．会社の新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
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４．会社役員に関する事項  

(1) 取締役及び監査役の氏名等（2026年３月31日現在）  

会社における地位 氏   名 担当及び重要な兼職の状況 

取締役会長 中 野 健二郎 

・丸一鋼管株式会社社外取締役 

・ｴｲﾁ・ﾂｰ・ｵｰ ﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ株式会社社外取締役（監査等

委員） 

代表取締役社長 上 松 英 司 
 

 

代表取締役 北 村 知 久 
・兼専務執行役員（経営企画部の一部業務並びに監

査室及び東京事務所担当） 

取締役 植 田 雅 俊 ・兼常務執行役員（計画部担当） 

取締役 下 田 健 司 ・兼常務執行役員（建設事業本部の一部業務担当） 

取締役 髙 木 秀 之 
・兼常務執行役員（ＣＳ推進・広報部及び営業部並

びに管理本部の一部業務担当） 

常勤監査役 池 田   宏  

監査役 近 藤 三津枝 
・公益財団法人松下社会科学振興財団評議員 

・学校法人甲南女子学園評議員 

監査役 田 代 千 治 ・日本高速道路ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株式会社社外監査役 

（注）１．取締役会長中野健二郎氏は、社外取締役であり、常勤監査役池田宏氏及び監査

役近藤三津枝氏は、社外監査役であります。 

２．代表取締役北村知久氏及び取締役髙木秀之氏は、2025年６月26日開催の第20回

定時株主総会において新たに選任され、同日付けで就任しております。 

 

なお、上記のとおり代表取締役及び取締役が執行役員を兼務するほか、以下の執行役員を

置いております。 

会社における地位 氏   名 担   当 

常務執行役員 宮 口 智 樹 保全交通部及び管理本部の一部業務担当 

常務執行役員 谷 田   豊 
デジタル戦略統括部及び技術部並びに経営企画部

の一部業務担当 

常務執行役員 西 口   悟 総務人事部及び経理部担当 

執行役員 杉 浦 正 彦 事業開発部及び建設事業本部の一部業務担当 

（注）１．登日幸治氏は、2025年６月26日付けをもって執行役員を退任いたしました。 

   ２．西口悟氏及び杉浦正彦氏は、2025年６月26日付けをもって執行役員に就任いた 

しました。 
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(2) 事業年度中に退任した取締役 

氏名 退任年月日 退任事由 
退任時の地位・担当及び 

重要な兼職の状況 

吉 田 光 市 2025年６月26日 辞  任 代表取締役社長 

南 野 智 一 2025年６月26日 辞  任 取締役兼常務執行役員 

 

(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 

区 分 支給人員 支 給 額 

取 締 役 

（うち社外取締役） 

８名 

（１名） 

108百万円 

（８百万円） 

監 査 役 

（うち社外監査役） 

３名 

（２名） 

28百万円 

（21百万円） 

合  計   11名 136百万円 

（注）１．2005年９月27日開催の創立総会において、取締役の報酬限度額は年額200百万円

以内、監査役の報酬限度額は年額70百万円以内と決議いただいております。 

なお、取締役の員数は10名以内、監査役の員数は４名以内と定款に定めており

ます。 

      ２．当事業年度末日現在の取締役は６名（うち社外取締役は１名）、監査役は３名（う

ち社外監査役は２名）でありますが、上記の取締役及び監査役の支給人員には、

当事業年度中に退任した取締役２名を含めております。 

３．支給額には、役員退職慰労引当金の繰入額５百万円を含めております。 

４．上記のほか、2025年６月26日開催の第20回定時株主総会決議に基づき、役員退

職慰労金を下記の通り支給しております。 

        退任取締役 ２名 14百万円 

        なお、この金額には、当期及び当期前の事業年度に係る事業報告において開示

した役員退職慰労引当金の繰入額が含まれております。 

  

(4) 社外役員に関する事項 

① 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職に係る当社と当該他の法人等との関係 

該当事項はありません。 

② 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職に係る当社と当該他の法人等との関係 

該当事項はありません。 

③ 当事業年度における主な活動状況 

ア．取締役会及び監査役会への出席状況 

 取締役会出席回数 

（８回開催） 

監査役会出席回数 

（11回開催） 

取締役会長 中野 健二郎 ８回 ― 

常勤監査役 池田 宏 ８回 11回 

監 査 役 近藤 三津枝 ８回 11回 

イ．取締役会等における発言状況 

・ 取締役会長中野健二郎氏は、企業経営者としての豊富な経験を活かし、また社外

取締役としての独立した立場から、当社の事業運営全般について適宜発言を行って

おります。 

・ 常勤監査役池田宏氏は、常勤者としての立場で会社全体の業務の適正性を確保す

るという観点から、当社の事業運営全般について適宜発言を行っております。 
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・ 監査役近藤三津枝氏は、社外における豊富な実務経験や見識を活かし、適宜発言

を行っております。 

 

(5) 責任限定契約の内容の概要 

当社は社外取締役である中野健二郎氏及び監査役全員それぞれとの間で、会社法第427条

第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結し

ております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び監査役とも会社

法第425条第1項に定める最低責任限度額としています。 

   

(6) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 

当社は、取締役、監査役及び執行役員の全員を被保険者とし、被保険者が会社の役員等

としての業務につき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされた

ことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を補償する保険契約を締結していま

す。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に行った違法行為に起因する損害等を補償対

象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じて

います。なお、保険料は全額当社が負担しています。 

 

５．会計監査人の状況  

(1) 会計監査人の名称 

EY新日本有限責任監査法人 

 

(2) 責任限定契約の内容の概要 

該当事項はありません。 

 

(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額  

 支 払 額 

当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額 46,500 千円 

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の

合計額 
49,100 千円 

（注）１.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取

引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分で

きませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。 

２．監査役会は、会社法第399条第１項の規定により、会計監査人の報酬等に関して、

経理部及び会計監査人からの報告、提出資料等に基づき、会計監査人の監査計画

の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、当

該報酬等の額について妥当であると判断し、同意を行っております。 

 

(4) 非監査業務の内容 

社債発行に係るコンフォートレター作成業務等であります。 

 

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針 

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号の解任事由に該当すると判断した場合

には、監査役全員の同意に基づき、当該会計監査人を解任いたします。 
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また、会計監査人の知見及び能力、監査及び品質管理の体制、監査の方法及び内容、独立

性等を評価・検証し、職務の遂行に支障があると判断した場合には、株主総会に提出する当

該会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。 

なお、会計監査人が継続して再任されている場合には、４事業年度毎に会計監査人を公募

することにしており、企画競争の結果、現任の会計監査人を再任しないことがあります。 

 

(6) 会計監査人が過去２年間に受けた業務停止処分 

該当事項はありません。 

 

６．会社の体制及び方針 

(1) 業務の適正を確保するための体制 

当社は、会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、「取締役の職務の執行が法令及び定款

に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子

会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制」（内部統制システム）の整

備について、その内容を見直し、取締役会で決議しました。 

なお、見直し後の全文は以下のとおりであり、当社は、これらの体制について、今後も継

続的に必要な見直しを行っていくこととしております。（最終改正：2023年７月27日） 

 

１. 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

取締役は、会社法その他の法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとることとし、法

令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。 

また、「企業理念」、「経営方針」及び「行動規範」を踏まえ、率先して当社の社会的責任

を全うすべく、適正な職務執行にあたる。 

取締役会決定、社内規則に基づき、社外の学識経験者を含むコンプライアンス委員会、

コンプライアンス社内推進委員会を通じて、コンプライアンスに関する体制の整備、施策

の実施の推進を図るとともに、コンプライアンス基本方針及びその具体的な行動基準とし

て定めた手引きを活用して、コンプライアンスの徹底を図る。 

業務に関し法令等に違反する事案を発見した場合に、これを看過することなく、職場に

おける業務の透明性を向上させるため、当社、グループ会社（当社が議決権の総数の過半

数を所有する会社及びこれに類するものとして社長が指定する会社をいう。以下同じ。）及

びグループ会社の子会社（社長がグループ会社として指定する会社を除く。以下同じ。）の

社員が電話、電子メール、書面、面談等により利用できる社内相談・通報窓口のほか、社外

の弁護士による社外相談・通報窓口を設ける。相談等を行った者に対しては、不利益な取

扱いをしない旨を定め、実効性を確保する。 

暴力団等の反社会的勢力からの不当要求等への対応については、弁護士や警察等関係機

関と連携を図りつつ毅然と対応し、反社会的勢力との一切の関係を遮断する。 

定例取締役会を原則として月１回開催し、重要事項の決議を行うほか、四半期毎に職務

執行状況の報告を行うこと等を通じて、取締役の職務を相互に監督し、取締役の職務執行

の適法性を確保する。 

監査役は、取締役会のほか、経営責任者会議その他の重要な会議への出席により、取締

役の意思決定の過程及び業務の執行状況を把握し、取締役の職務執行の適法性を確保する

ための牽制機能を発揮する。 

 

２. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に係る情報については、社内規則に基づき、文書、図画又は電磁的記

録（以下「文書等」という。）に記録し、保存する。株主総会議事録及び取締役会議事録に

ついては、総務人事部において保存することとし、その他の取締役の職務執行に係る文書

等についても、社内規則に基づいて適正に保存・管理する。 
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３. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

社内規則に基づき、各担当部門における業務の実施を通じて、リスク要因を把握・認識

し、必要なリスク対策を立案して実施し、必要なリスク対策の見直しを行うなど、リスク

マネジメントを実施する。 

特に、道路事業における事故、災害、システム障害、個人情報保護、コンプライアンス

等、会社等に重大な損失等を与えるリスクについては、各担当部門においてリスクマネジ

メントを実施するとともに、リスクマネジメント委員会において会社等に重大な損失等を

与えるリスクの特定、リスク対策の内容及び損失等が発生したときに講じた措置内容につ

いて調査及び審議を行うなど、一連のマネジメントサイクルの継続的な実施を通じてリス

ク管理を推進する体制を運用する。 

また、緊急事態発生時に必要な社内の連絡体制を整備するほか、緊急事態への対処のた

め迅速な判断及び指示が必要なときは、緊急対策本部を設置して役員及び社員に対し必要

な指示及び命令を行い、緊急対策本部の下で連携協力して対処する。 

取締役会は、これらの実施状況を監督し、リスク管理の徹底を図る。 

 

４. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

社内規則に基づき、各取締役及び取締役会で選任された執行役員において、業務を効率

的に分担管理する。 

また、中期経営計画の達成に向けて、担当部門毎に年度毎及び中期の経営計画を策定し、

その進捗状況を評価する経営計画・実績評価制度を運用することにより、業務の着実かつ

効率的な推進を図る。 

定例取締役会を原則として月１回開催し、重要事項の決議を行うとともに、四半期ごと

に取締役の職務執行状況の報告を行う。併せて、経営に大きな影響を及ぼす可能性のある

経営課題の把握、解決方法の検討等を行うために関係する取締役、執行役員等をメンバー

とする重要案件会議を開催し、重要課題へ的確に対応する。 

 

５．当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

すべての社員は、会社法その他の法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとることと

し、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。 

また、「企業理念」、「経営方針」及び「行動規範」を踏まえ、率先して当社の社会的責任

を全うすべく、適正な職務執行にあたる。 

取締役会決定、社内規則に基づき、社外の学識経験者を含むコンプライアンス委員会、

コンプライアンス社内推進委員会を通じて、あるいはコンプライアンス基本方針及びその

具体的な行動基準として定めた手引きを活用して、コンプライアンスの徹底を図るととも

に、社内におけるコンプライアンス意識の向上に向けた社員研修等の実施により、社員に

対する継続的な啓発、支援等を行う。 

業務に関し法令等に違反する事案を発見した場合に、これを看過することなく、職場に

おける業務の透明性を向上させるため、社員が電話、電子メール、書面、面談等により利

用できる社内相談・通報窓口のほか、社外の弁護士による社外相談・通報窓口を設ける。

相談等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保する。 

暴力団等の反社会的勢力からの不当要求等への対応については、組織的な対応をとり、

必要に応じて弁護士や警察等関係機関と連携を図りつつ毅然と対応し、反社会的勢力との

一切の関係を遮断する。 

内部監査の実施を通じて、社内のコンプライアンスの状況を点検・評価することにより、

会社の業務の適法性及び適正性を確保し、その向上を図る。 

 

６．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社は、阪神高速グループ全体の総合力の向上を目的に、グループ会社の管理に関する

基本方針及び管理内容を定めた社内規則を制定し、グループ全体の業務の適正化及び円滑

化並びに経営効率の向上を図る。 

グループ会社は、グループ会社の子会社の管理に関する基本方針及び管理内容を定めた

社内規則を制定し、業務の適正化及び円滑化並びに経営効率の向上を図る。 
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監査役は必要に応じて、グループ会社及びグループ会社を通じて当該グループ会社の子

会社の業務状況等を調査する。また、監査室は、業務の適法性・適正性・効率性を確保する

ため及びグループ会社の内部統制の確立を支援するため、関係部門と連携を図りグループ

会社に対する内部監査を定期的に実施し、その結果を当社の社長に報告し、当社の社長か

ら当該グループ会社の社長に通知する。 

また、当社の内部監査部門に在籍する社員をグループ会社の監査役として派遣する準常

勤監査役制度の運用等を通じて、グループ会社における監査役監査の実効性を確保すると

ともに、グループ経営の管理体制の強化を図る。 

 

(1) 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制及び子会社の取

締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制 

当社は、グループ会社の管理に関する社内規則に基づき、グループ会社が経営上重要

な行為を行おうとする場合及びグループ会社の子会社の経営上重要な行為を承認しよう

とする場合には、あらかじめグループ会社から関係書類の提出を受け、適切に指導又は

助言等を行うなど、グループ会社の業務の適正化及び円滑化を図り、もってグループ全

体の経営効率の向上を図る。 

グループ会社は、グループ会社の子会社の管理に関する社内規則に基づき、グループ

会社の子会社が経営上重要な行為を行おうとする場合には、あらかじめグループ会社の

子会社から関係書類の提出を受け、適切に指導又は助言等を行うなど、グループ会社の

子会社の業務の適正化及び円滑化を図り、もってグループ全体の経営効率の向上を図る。 

また、グループ会社の経営目標、達成状況及び課題を共有し、意見交換を行う場とし

て、当社及びグループ会社の社長からなるグループ会社経営計画報告会を定期的に開催

するなど、グループ全体での相互の情報共有の強化を図る。 

 

(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

グループ会社は、各社ごとに社内規則に基づいてリスク管理体制を整備し、リスク要

因を把握・認識し、必要なリスク対策を立案して実施し、必要なリスク対策の見直しを

行うとともに、グループ会社の子会社のリスク管理状況を把握するなど、リスクマネジ

メントを実施する。 

当社は、社内規則に基づいたグループ会社のリスク管理状況の把握・管理を行うとと

もに、リスクマネジメント委員会を活用して、グループ会社のリスクマネジメントの把

握を行う体制を運用する。 

また、グループ会社又はグループ会社の子会社の緊急事態発生時に必要な連絡及び報

告を当社及びグループ会社が受ける体制を整備するほか、当社又はグループ会社が事案

の状況に応じて必要な指示等を行うなど、当社、グループ会社及びグループ会社の子会

社で一体としてリスク管理を推進する体制を構築する。 

 

(3) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制 

グループ会社及びグループ会社の子会社において、阪神高速グループの一員としての

意識を高めるとともに、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社で共通の社外相

談・通報窓口の活用を図ることにより、グループ一体となったコンプライアンスを推進

する。 

また、グループ会社は、グループ会社又はグループ会社の子会社においてコンプライ

アンス上重要な事案が発生したときは、速やかに当社に報告し、当社は必要な指示、指

導、助言等を行い、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社で一体として対応す

る。 
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７．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用

人に関する事項並びにその使用人の当社の取締役からの独立性及びその使用人に対する当

社の監査役の指示の実効性の確保に関する事項 

監査役室に専属の使用人を配置し、監査役の指揮命令の下、監査業務を補助させる。 

監査役室の使用人の人事異動及び不利益処分については、あらかじめ取締役と監査役が

協議する。 

 

８．当社の監査役への報告に関する体制 

(1) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制 

取締役会のほか、経営責任者会議その他の重要な会議への出席により、監査役が取締

役の意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できる体制を確保する。 

また、監査役と取締役が協議して定める「取締役及び使用人が監査役に報告すべき事

項」に基づき、業務上の事故その他業務運営に影響を及ぼすと認められる重大な事項に

ついては速やかに監査役に報告を行うとともに、文書回付等の体制の運用を通じて、監

査役へ適時適切な情報提供を実施する。 

さらに、内部監査の実施状況の報告等により、監査役が内部監査部門と連携して効率

的に監査を実施できる体制を確保する。 

加えて、法令違反その他のコンプライアンスに関する事案についての社員相談・通報

の内容を監査役に報告する体制を確保する。 

 

(2) 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査

役に報告をするための体制 

グループ会社は、グループ会社又はグループ会社の子会社の業務運営に影響を及ぼす

と認められる重大な事項については速やかに当社に報告し、その報告を受けた担当部門

から、監査役に報告する。 

また、当社の監査役とグループ会社の監査役との連絡会議を定例的に開催し、情報の

共有を図る。 

 

９．上記８．の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ

とを確保するための体制  

当社の監査役に報告を行った者に対しては、当該報告を理由とした不利益な取扱いをし

ない。 

また、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社において、相談・通報窓口に相談

等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保する。 

 

10．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務

の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役の職務において生じる費用の前払又は償還の手続等について定め、監査役の職務

執行の実効性を確保する。 

 

11．その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

代表取締役と監査役は、定期的に会合をもち、経営方針を確認するとともに、会社が対

処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の最

重要課題等について意見交換を行うことにより、相互認識と信頼関係を深め、監査役監査

の実効性確保に努める。 

また、その他の取締役についても適宜、監査役との意見交換を行うものとする。 

 

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

業務の適正を確保するための体制の当事業年度における運用状況の概要は次のとおりであ

ります。 
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１．当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

取締役会決定、社内規則に基づき、コンプライアンス委員会を年間２回及びコンプライ

アンス社内推進委員会を年間４回開催するほか、コンプライアンスに係る研修等を実施す

るとともに、社内及び社外の相談・通報窓口を整備し、当社、グループ会社及びグループ

会社の子会社において周知している。 

不当要求等対応連絡会を定期的に開催し、不当要求やカスタマーハラスメントの情報の

共有を図るとともに、対応マニュアルをはじめとする当社の取組みを周知している。また、

暴力団等排除に関する誓約書の提出を受注者及び下請負人等に義務づけている。 

取締役の職務を相互に監督し、取締役の職務執行の適法性を確保するため、当事業年度

は取締役会を８回開催し、重要事項の決議を行うとともに、四半期毎に職務執行状況報告

を実施した。 

監査役は、取締役の職務執行の適法性を確保するため、取締役会、経営責任者会議その

他の重要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べている。 

 

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に係る情報及び文書等については、社内規則を定めて、適切に記録し、

保存している。株主総会及び取締役会の議事録については、会社法及び社内規則に基づき、

開催後速やかに作成し、総務人事部において保存している。 

 

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

社内規則に基づき、各担当部門においてリスクマネジメントを実施するとともに、各種

リスク対策についてリスクマネジメント委員会を開催して調査及び審議を行い、会社等に

重大な損失等を与えるリスクの管理を推進するなど、全社的な体制を運用している。 

また、リスクに係る重大な事象が発生した場合に備え、緊急対策本部をはじめとする緊

急対応体制を整備し、運用している。 

当事業年度においては、災害対策として事業継続計画（ＢＣＰ）の整備・見直し、社員研

修、各種防災訓練等を実施した。 

取締役会は、リスク管理の徹底を図るため、各担当部門のリスクマネジメントを監督し、

リスクマネジメント委員会からリスクマネジメントの取組状況について報告を受けている。 

 

４．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

執行役員（取締役である者を含む。）は、社内規則に基づき、業務を効率的に分担管理し

ている。 

中期経営計画の達成に向けて、担当部門毎に年度経営計画の策定を行うとともに、経営

計画達成状況報告会を実施し、経営計画の達成状況の把握・評価及び残された課題の明確

化を図っている。 

当事業年度は、取締役会を８回開催し、重要事項の決議を行うとともに、四半期毎に職

務執行状況報告を実施したほか、重要案件会議を10回開催し、重要課題に的確に対応した。 

 

５．当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

社員の企業理念への理解を深めるため、社員研修を実施している。 

社内規則に基づき、コンプライアンス委員会を年間２回及びコンプライアンス社内推進

委員会を年間４回開催するほか、コンプライアンスに係る社員研修等を実施するとともに、

社内及び社外の相談・通報窓口を整備し、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社

において周知している。 

15



不当要求等対応連絡会を定期的に開催し、不当要求やカスタマーハラスメントの情報の

共有を図るとともに、対応マニュアルをはじめとする当社の取組みを周知している。また、

暴力団等排除に関する誓約書の提出を受注者及び下請負人等に義務づけている。 

社内規則に基づき、各部署に対して、定期的に内部監査を実施している。 

 

６．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社は、社内規則において、グループ会社の管理に関する方針及び基準等を定め、グル

ープ会社に対する指導、調整及び協力等の業務を適正かつ円滑に遂行することとしている。 

グループ会社は、グループ会社の子会社の管理に関する基本方針及び管理内容を定めた

社内規則を制定し、併せて役員の派遣等を実施するなど、指導、調整等の管理を行ってい

る。 

監査役は、グループ会社及びグループ会社を通じて当該グループ会社の子会社に対して、

事業の報告を求めるとともに、業務状況等を調査している。また、監査室は、グループ会

社に対する内部監査の結果を社長に報告し、社長はグループ会社及び監査役に当該結果を

通知している。 

当社は、準常勤監査役制度の運用等を通じて、グループ会社における監査役監査の実効

性を確保している。さらに、監査役及び監査室は、グループ会社の監査役と定期的に情報

共有及び意見交換を実施し、グループ経営の管理体制の強化を図っている。 

 

(1) 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制及び子会社の取

締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制 

当社は、社内規則に基づき、グループ会社が経営上重要な行為を行う場合及びグルー

プ会社の子会社の経営上重要な行為を承認しようとする場合には、あらかじめグループ

会社から関係書類の提出を受け、適切に指導又は助言等を行うとともに、特に当社の経

営に大きな影響を及ぼす可能性のある行為については、当社の重要案件会議に諮ること

としている。また、グループ会社の設立等は、取締役会の決議を経て行うこととしてい

る。 

グループ会社は、グループ会社の子会社の管理に関する社内規則に基づき、グループ

会社の子会社が経営上重要な行為を行おうとする場合には、あらかじめグループ会社の

子会社から関係書類の提出を受け、適切に指導又は助言等を行うとともに、特に当該グ

ループ会社の経営に大きな影響を及ぼす可能性のある行為については、同社の執行役員

会議等に諮ることとしている。 

また、当社において、グループ会社経営計画報告会を年間２回開催し、グループ会社

の経営目標、達成状況及び課題を共有するほか、部門毎にグループ会社との連絡会議を

開催して情報共有を図り、当社からグループ会社に対して必要な助言を行っている。さ

らに、当社の経営責任者会議へのＷＥＢを通じての参加を求めるなど、グループ全体で

幅広く情報の共有を図っている。 

グループ会社においても、グループ会社の子会社との経営計画報告会や連絡会議等を

通じて課題及び情報の共有を図っている。 

 

(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

グループ会社は、各社の社内規則に基づいてリスク管理体制を整備し、リスク要因を

把握・認識し、必要なリスク対策を立案して実施し、必要なリスク対策の見直しを行う

とともに、グループ会社の子会社のリスク管理状況を把握するなど、リスクマネジメン

トを実施している。 
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当社は、社内規則に基づいたグループ会社のリスク管理状況の把握・管理を行うとと

もに、リスクマネジメント委員会において、各グループ会社のリスクマネジメントの実

施状況について、グループ会社からの報告により把握し、必要に応じて指導又は助言等

を行うこととしている。 

また、グループ会社又はグループ会社の子会社の緊急事態発生時に必要な連絡及び報

告を当社及びグループ会社が受ける体制を整備するほか、当社は、事案の状況に応じて

必要な指示等を行うこととしている。 

 

(3) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制 

コンプライアンス社内推進委員会の委員としてグループ会社の社長の出席を求めると

ともに、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社で共通の社外相談・通報窓口を

設置するなど、グループ一体となったコンプライアンスの推進を図っている。 

また、グループ会社又はグループ会社の子会社において法令違反その他のコンプライ

アンスに関する事案が発生したときは、グループ会社は、その社内規則に基づき、直ち

に当社に報告し、当社は、社内規則に基づき、必要な指示等を行うこととしている。 

 

７．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用

人に関する事項並びにその使用人の当社の取締役からの独立性及びその使用人に対する当

社の監査役の指示の実効性の確保に関する事項 

監査役室に専属の使用人を配置し、監査役の指揮命令の下、監査業務を補助させている。 

また、監査役室の使用人の人事異動については、事前に取締役から監査役に協議してい

る。 

 

８．当社の監査役への報告に関する体制 

(1) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制 

監査役は、取締役の意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、

経営責任者会議その他の重要な会議に出席している。  

また、重大な事案が発生した場合における監査役への報告、重要な文書の監査役への

回付等を実施している。 

さらに、監査室から監査役に内部監査の実施状況を報告するなど、内部監査部門と監

査役との連携を図っている。 

加えて、相談・通報により法令違反その他のコンプライアンスに関する事案を認知し

たときは、直ちに監査役に報告している。 

 

(2) 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査

役に報告をするための体制 

グループ会社又はグループ会社の子会社で重大な事案が発生したときは、当社の担当

部門を通じて速やかに監査役に報告している。 

また、当社の監査役とグループ会社の監査役との連絡会議を開催し、情報の共有を図

っている。 

さらに、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社で共通の社外相談・通報窓口

を設置するとともに、相談等により法令違反その他のコンプライアンスに関する事案を

認知したときは、当社の担当部門を通じて直ちに監査役に報告している。 
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９．上記８．の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ

とを確保するための体制 

監査役に報告を行った者に対しては、そのことを理由として不利益な取扱いは行ってい

ない。 

また、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社において、相談等を行った者に対

しては、そのことを理由として不利益な取扱いをしない旨を定めている。 

 

10．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務

の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役の職務の執行上必要と認める費用については、社内規則に基づき、速やかに処理

を行っている。 

 

11．その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役は、会社が対処すべき課題、監査上の最重要課題等について代表取締役と意見交

換を行っている。 

また、業務上の課題等について執行役員（取締役である者を含む。）と意見交換を行って

いる。 

 

(3) 株式会社の支配に関する基本方針 

該当事項はありません。 

 

(4) 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の行使に関する方針 

該当事項はありません。 

 

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 
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監査役会の監査報告書謄本 

 
 

監 査 報 告 書 

 

当監査役会は、２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日までの第２１期

事業年度における取締役の職務執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に

基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

（１）監査役会は、当期の監査方針・計画を定め、各監査役から監査の実施状況

及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査規程に準拠し、当期の監査方針・計画

に従い、取締役、監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報収集及び

監査環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。 

① 取締役会、経営責任者会議等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重

要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所の業務及び財産の状況を

調査いたしました。また、子会社については、グループ会社の取締役及び

監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、グループ会社からその子会社を

含め、事業の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

② 事業報告に記載されている「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会

社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要

な体制」（内部統制システム）の整備に関する取締役会決議の内容及び当

該決議に基づき整備されている体制について、取締役及び使用人等からそ

の構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意

見を表明いたしました。 

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか

を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職

務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第

１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計

審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求

めました。 

 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及

びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連

結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 

42



 

 
 

２．監査の結果 

（１）事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正

しく示しているものと認めます。 

② 取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。 

③ 内部統制システムの整備に関する取締役会決議の内容は相当であると

認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び

取締役の職務執行についても、指摘すべき事項は認められません。 

 

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果 

会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。 

 

（３）連結計算書類の監査結果 

会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。 

 

 

２０２６年５月２８日 

 

 

                             阪神高速道路株式会社 監査役会 

 

 

                               常勤監査役  池田 宏    印 

 

 

監  査  役  近藤 三津枝  印 

 

 

                               監  査  役  田代 千治   印 

 

 

（注）常勤監査役 池田宏及び監査役 近藤三津枝は、会社法第２条第１６号及

び第３３５条第３項に定める社外監査役であります。 
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